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   大口町公共工事の前金払取扱要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、大口町が発注する公共工事に係る工事請負業者の資金調達の

安定化を図り、公共工事の円滑かつ適正な施行を確保するため、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号）附則第７条及び大口町予算決算会計規則（昭和５

３年大口町規則第１２号）第７２条の規定により前金払に関する取扱について定

めるものとする。 

 （対象工事） 

第２条 前金払の対象とすることができる公共工事は、公共工事の前払金保証事業

に関する法律（昭和２７年法律第１８４号。以下「法」という。）第２条第１項

で規定する公共工事（土木建築に関する設計、調査、測量及び監理を含む。）の

うち、設計金額が３００万円を超えるものとする。 

 （前払金の額及び制限） 

第３条 前金払を受けようとする者が請求できる額は、契約金額に次の割合を乗じ

て算出した額とする。 

 (1) 公共工事（次号に掲げるものを除く。）は１００分の４０ 

 (2) 土木建築に関する設計、調査、測量及び監理は１００分の３０ 

２ 町長は､予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認めるとき又は前

金払の必要がないと認めるときは、前払金の全部又は一部を支払わないことがで

きる。 

 （２年度以上にわたる契約における前金払） 

第４条 継続費に係る契約における各年度の前金払は、当該契約に基づく各年度の

年割額に応じた出来高予定額に対して、前条第１項の割合により算出した額とす

る。 

２ 繰越明許費（事故繰越も含む。）に係る翌年度にわたる契約における前金払は、

契約締結の当初における契約金額に対する額とする。 

３ 債務負担行為に係る契約における各年度の前金払は、当該契約に基づく各年度
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の債務負担行為額の年割額に応じた出来高予定額に対して、前条第１項の割合に

より算出した額とする。 

 （対象及び割合の明示） 

第５条 町長は､前金払の対象となる公共工事及び前金払の割合については、入札

条件（見積条件も含む。）として、あらかじめ入札参加者に対し、これを明示す

るものとする。 

 （中間前払金の額及び制限） 

第６条 次の各号のいずれにも該当する場合、契約金額の１００分の２０以内で、

既にした前金払との合計額が当初契約金額の１００分の６０以内の額で中間前

金払を受けることができる。 

 (1) 第３条第１項第１号で規定する前金払を受けている 

 (2) 工期の２分の１を経過している 

 (3) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている

当該工事に係る作業が行われている 

 (4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の２分の１以上の

額に相当するものである 

 （前払金の端数整理） 

第７条 前払金及び中間前払金に１万円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた額とする。 

 （支払い） 

第８条 前金払を受けようとする者は、工事請負業者に法第５条第１項の規定に基

づき登録を受けた保証事業会社と同法第２条第５項に定義する保証契約を締結

した保証証書を寄託し、請求書を提出しなければならない。 

２ 中間前金払を受けようとする者は、支払いの請求に先立ち、中間前金払認定申

請書（様式第１）に工事履行報告書（様式第２）、工程表及び工事写真を添付し

て第６条に掲げる要件を満たしていることの認定を申請するものとする。 

３ 前項の申請があったときは、直ちに確認を行い、当該結果を中間前金払認定通

知書（様式第３）により通知するものとする。 
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４ 前項の規定により中間前金払の認定を受けた者は、当該前金払に関し、第１項

の規定に準じた保証証書と請求書を提出するものとする。 

５ 町長は、前金払並びに中間前金払の請求があったときは、請求書を受理した日

から３０日以内に支払うものとする。 

６ 前金払を受けようとする者が、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方た

る保証事業会社が定め、大口町が認めた措置を講じている場合においては、第１

項及び第４項の規定による当該保証証書は寄託したものとみなす。 

 （前金払をした時の部分払） 

第９条 前金払をしたときにおける部分払の額は、部分払をしようとする額から前

払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。 

２ 受注者は、同一の契約において中間前金払と部分払のいずれか一方のみの請求

権を有するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、中間前金払を受けた工

事についても部分払ができるものとする。 

 （契約金額の変更に伴う前払金の増減） 

第１０条 前金払を受けようとするものは、工事内容の変更、その他の理由により

契約金額（継続費及び債務負担行為に係る場合については、当該年度の出来高予

定額。以下同じ。）が増額した場合、増額後の契約金額をもとに第３条により求

められた額（中間前金払の支払いを受けているときは増額後の契約金額の１００

分の６０）から、支払済の前払金の額を差し引いた額以内で前金払並びに中間前

金払の請求をすることができる。 

２ 工事請負業者は、工事内容の変更、その他の理由により契約金額を１００分の

２０以上減額した場合は、支払済の前払金の額から、減額後の契約金額を元に第

３条により求められた額を差し引いた額を返還しなければならない。 

３ 町長は､前２項において、契約残工期が３０日未満のときは、前払金の額の増減

は行わないものとする。 

４ 町長は、第１項において、第３条第２項の規定を準用するものとする。 

 （返還） 
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第１１条 工事請負業者は､前条第２項の規定のほか、次の各号のいずれかに該当

するときは、前払金の全部又は一部を返還しなければならない。 

 (1) 前払金を当該公共工事以外の目的に使用したとき。 

 (2) 法第５条に規定する保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。 

 (3) 当該工事の契約が解除されたとき。 

２ 前項の場合において、前金払を受けた日から返還の日までの日数に応じ、返還

すべき前払金の額に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭

和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を

乗じて得た利息（１００円未満切捨て）を付するものとする。 

 （その他必要事項） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか､前金払に関し必要な事項は､町長が定め

る。 

   附 則（平成１４年大口町告示第９８号） 

 この要綱は、平成１４年１２月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年大口町告示第６２号） 

 この要綱は、平成１８年６月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年３月２６日大口町告示第３５号） 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年４月１日大口町告示第９５号） 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年３月３１日大口町告示第４０号） 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２３年３月２９日大口町告示第４０号） 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年８月３１日大口町告示第１０７号） 

１ この要綱は、平成２４年９月１日から施行する。 

２ 改正後の大口町公共工事の前金払取扱要綱の規定は、平成２４年９月１日以後

に契約を締結するものに適用し、同日前に契約を締結した者については、なお従
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前の例による。 

   附 則（平成２５年３月２７日 大口町告示第２３号） 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年３月３１日 大口町告示第３０号） 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年３月３１日 大口町告示第６８号） 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年３月２９日 大口町告示第２７号） 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２９日 大口町告示第５８号） 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年６月２４日 大口町告示第６６号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（令和５年３月２８日 大口町告示第１９号） 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年１２月２５日 大口町告示第１０９号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

 


